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第 1 回 瀬戸市総合計画審議会  議事録 

 

                                         平成 17 年 3 月 11 日（金）15：00～17：00 

                                         パルティせと 4 階 マルチメディアルーム 

 

■出席者（順不同、敬称略） 

［瀬戸市総合計画審議会委員］   

  曽田忠宏、大住莊四郎、石月静恵、石川良文、山本佳世子、寺田和夫、福田祥治、 

  加藤定江、長江文子、野田正治、齋藤俊郎、加藤弘三、小沢英之、牧智津代、大竹朝男 

［市］ 

  市長 増岡錦也、企画部長 伊藤典男、企画部次長兼企画課長 大橋正一、 

  企画課主幹 加藤岩雄、企画課課長補佐 加藤仁章、企画課専門員 高田佳伸 

  民生部長 浅埜邦彦、建設部長 宮島武司 

  企画部企画補佐 青山一郎、民生部企画補佐 加藤龍二、環境経済部企画補佐 加藤千明、 

  建設部企画補佐 井上敏晴、消防本部企画補佐 遠山滿 

  企画課主事 篠田康生、冨田和宏、磯村玲子 

 

■欠席者（敬称略） 

  神戸芳樹 

 

 

◎委員委嘱 

○委嘱状交付 

 

 

◎市長あいさつ 

市長： 

皆様方には、審議会委員を快くお引き受けいただき、厚く御礼申し上げます。 

この 10 年の社会的状況の変化は大変大きく、我々を取り巻く状況は大きく変わっ

てきています。市民と自治体との関係の信頼という絆が失われつつあり、自治体のあ

り方も大きく問われています。市民の信頼を得ていくためにも、よりよく、市民に分

かりやすい第 5 次瀬戸市総合計画の作成をお願いしたいと思います。18 年度からス

タートする瀬戸の夢を皆さんと一緒にぜひ作り上げていきたいと思うので、よろしく

お願い申し上げます。 

 

 

◎会長等選出 

○会長として、曽田委員を選出 

○職務代行として、石月委員を選出 
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会長： 

瀬戸との付き合いも長く、第 4 次総合計画にも関わらせていただいたこともあり、

会長を務めたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

これまでのように定常的に人口が増え経済が成長する中では、例えば前のやり方を

踏襲すればうまくまとまったが、今回の第 5 次瀬戸市総合計画は、急速な少子高齢

化などを背景に、これまでとは全く違った対応が必要になると思われます。計画の

作られ方にも、市民との協働という形が既に取り入れられており、アンケートが実

施されたり、市民の皆さんが色々な部会で活動しておられます。私としてはこれま

でにない、ユニークな内容の総合計画ができるのではないかと期待しています。こ

こにおられる皆様方、行政の方、市民の方の力をまとめて、すばらしい第 5 次瀬戸

市総合計画ができたらと思います。 

 

 

◎第 5 次瀬戸市総合計画の諮問 

○市長から瀬戸市総合計画審議会会長に第 5 次瀬戸市総合計画について諮問 

 

 

◎議題１．第 5 次瀬戸市総合計画の策定経過及び今後のスケジュールについて 

【資料説明】 

事務局： 

○資料４の説明 

・計画の策定の趣旨 

現在の第 4 次総合計画の目標年次は平成 17 年度であり、また、この 10 年近く

の社会情勢の大きな変化に対し、的確に応える必要がある。それらの背景を踏ま

え、21 世紀初頭を展望した本市の目指す姿と、それを実現するために、行政・

市民が何をするかを明らかにする新たな総合計画の策定を行うものである。 

・計画策定の基本的な考え方 

現在瀬戸市においては行政経営改革を進めており、平成 17 年度末までに瀬戸

市が目標を共有し、役割分担と創意工夫によって行動できるようになることを目

指している。今回の第 5 次総合計画においてもこの目標共有と、役割分担・創意

工夫による行動を、市民の皆様、地域の皆様と我々行政がともに進めていきたい

と考えている。3 点ほど基本的な考え方が述べてあるが、1 点目が市民と共に策

定するということである。案の段階から市民と行政が協働で検討を進めるととも

に、市民と行政の役割分担を明確にしていきたいと考えている。2 点目が戦略計

画として策定するということである。将来像を達成するための優先分野や施策を

明確化し、目標値や成果指標をきちんと設定していきたいと考えている。3 点目

が進行管理を意識して策定するということである。目標による管理を徹底するた

めに、必要な体制をきちんと整備していきたいと考えている。 
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・計画の構成 

計画の構成は大きく 3 層の構造になっている。基本構想は、平成 18 年度から

平成 27 年度までの瀬戸市の大きな方向性を示すものである。基本計画は、平成

18 年度から平成 27 年度までの分野ごとの目指す姿、成果指標、市民の方と行政

の役割分担などを示すものである。詳細基本計画では、平成 18 年度から平成 20

年度の 3 ヵ年分の行政側の事業計画を作成していきたいと考えている。なお、こ

の総合計画審議会では、基本構想と基本計画の審議をお願いしたい。 

・計画の策定方法 

この総合計画審議会に諮問して答申を得る。市の内部組織として、総合計画策

定会議、作業部会を設置し、事務的に検討を進めていきたいと考えている。 

・計画の策定体制 

基本構想と基本計画に分けてあるが、いずれも総合計画審議会に諮問させてい

ただき、最終的に答申をいただくことになる。基本構想については、市民意向調

査、今後諮る案を公開してご意見をいただく方法、24 名の公募市民から意見を

いただく方法などにより策定を進めている。基本計画については、分野別市民委

員会で公募市民メンバーの方や関係者の方にご参加いただき内容について議論を

進めており、そうした案を最終的に審議会に諮問していきたいと考えている。 

○資料５の説明 

策定経過については、策定方針を平成 15 年 11 月に策定し、庁内周知として全職

員説明会や係長対象説明会、管理職級対象説明会などを重ねている。市民意向調査

は平成 16 年 2 月から 3 月にかけて実施し、5 月に取りまとめた。公募市民メン

バー会議は平成 16 年 3 月に第 1 回をスタートし 9 回の会議を開催した。ご意見は

各分野の内容等に反映させている。分野別市民委員会は 7 部について設置し、各分

野の目指す姿や成果内容、目標値、市民の方と行政の役割分担などの検討を進めて

いる。民生部・福祉関係については、現在、地域福祉計画を策定しており、その内

容を総合計画に反映する方向で進めている。 

○資料６の説明 

公募市民メンバー及び各分野別市民委員会の名簿を記載している。 

○資料７の説明 

今後のスケジュールについては、8 月にパブリックコメントとして、それまでに

基本構想、基本計画の内容を固め、市民の方に公開してご意見をいただく手段を取

りたいと考えている。その後 10 月から 11 月にかけていただいたご意見をもとに見

直し等を行い、12 月に基本構想の議決を得たいと考えている。皆様にお願いする

総合計画審議会は、今回は総合計画全般に関するご説明と意見交換、並びに基本構

想の一部についてご審議いただく予定である。本日に続いて 5 月と 7 月ぐらいに第

2 回、第 3 回目を予定しており、いずれも基本構想案・基本計画案をお示ししてご

審議いただく予定である。10 月頃に答申案を最終的にご審議いただき、最後、会

長からご答申いただくというスケジュールを考えている。 
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【質疑応答・審議】 

委員： 

今回の総合計画は市民と一緒になって作り上げていくことで、非常に意義があると

思う。公募市民メンバーについて、選定に際しては小論文を書いていただいて、そ

れを審査したそうだが、地域や年齢の偏りはないのか。 

事務局： 

公募市民メンバーは、事前に小論文をお書きいただき、また、面接により、選考を

させていただいた。今、詳細な資料は手元にないが、20 歳代は 1 人だが、30 歳代か

ら 60 歳代は、ほぼ同数になっている。男女比は応募時に男性 2 に対し女性が 1 とい

う割合であり、最終的にも同じような割合になっている。地域的にもそれほどバラ

ンスは悪くないと考えている。 

会長： 

資料 5 をご覧頂くと、既に分野別でこの市民委員会が進んでいる状況が分かると思

う。 

 

 

◎議題２．第 5 次瀬戸市総合計画 基本構想（案）について 

【資料説明】 

事務局： 

○資料 10 の説明 

●序論 

・第 1 章 

策定の背景・趣旨を記載している。先ほどの策定方針の中での説明と同内容で

ある。 

・第 2 章 

総合計画の位置付けについては、地方自治法第 2 条 4 項で策定を義務付けられ

ており、行政運営を計画的に進めるための指針としている。本市では経営改革の

ビジョンとして、平成 17 年度末までに瀬戸市の行政組織が目標を共有し、役割

分担と創意工夫によって行動できるようになることを掲げており、第 5 次総合計

画においても、目指すべき社会の姿を市民の方と行政が共有し、その実現のため

の道筋を明らかにし、取組を進めたいと考えている。また、目標に掲げた水準を

達成できたかどうか評価し、目標達成のために必要な行動を行う仕組みづくりを、

計画に盛り込みたいと考えている。 

・第 3 章 

計画の構成を記載している。先ほどの策定方針の中での説明と同内容である。 

●基本構想 

・第 1 章 

社会動向と瀬戸市の将来像を記載している。少子高齢化の進行や国際化・情

報化の進展、地球規模での環境問題の顕在化、経済の低成長化など、社会のさ
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まざまな局面において大きな変化が起きており、こういった変化に的確に対応

していくことがこれからの地域社会づくりの前提として求められている。 

第 1 節 

これまでの地域社会づくりについて記載している。これまでは、経済成長

の持続により、公共サービス水準の質的・量的な全国一律化を目指し社会基

盤を充実させるものであり、地方自治体は国への依存体質を強めるなど、行

政コストとしては肥大化を招く結果となった。 

第 2 節 

こうした状況の中で、本市を取り巻く状況をまとめたものである。 

１ 人口 

今後は日本全体で人口減少が進むと想定されており、瀬戸市において

も全体的には減少傾向となることが推定される。 

２ 経済の状況 

昨今の経済状況からは大幅な経済成長は望めない状況にあると考えて

いる。市内総生産は平成 9 年度以降、横ばいか微減であり、経済成長

率からも低成長がうかがえる。 

３ 市の財政状況 

人口減少や少子高齢化、経済成長が望めないという状況で、市税収入

は減少すると考えている。また、福祉の分野については、今後かかる

費用が増加してくることも予想され、市の財政状況はますます厳しく

なると考えられる。 

４ 地方分権の進展 

三位一体改革で、地方分権が今後も進展し、地方自治体については政

策的にも、財政的にも、自立した経営が求められている。 

５ 社会基盤整備の状況 

今後は道路、下水道等の様々な公共施設について、きちんと利活用す

ることが大事になる。また、新たな需要も当然出てくると考えられる

ので、それに対しては適切な対応が必要であると考えている。 

第 3 節 

このような本市を取り巻く状況を踏まえた上で、今後の地域社会づくりの

方向性を整理したものである。社会状況の変化に的確に対応していくために

は、市民と行政が一丸となって取り組んでいかなければならない。大切なこ

とは、これからの地域社会のあり方は地域が決め、地域が担うことだと考え

ている。そのような地域社会づくりにあっては、行政、市民、ＮＰＯ、企業

など、地域を構成するあらゆる主体がそれぞれ力を発揮することが重要であ

ると考える。 

１ 市民が考える「市民の役割」 

市民意向調査から、市民の方は、市民負担の増加を伴うことなく公共

的サービスが持続的に提供されるべきであり、そのためには、公共的
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サービスの担い手を市民同士の助け合いや、ＮＰＯ、企業などに広げ

るべきと考えていることが分かった。 

２ 市民が考える「行政の役割」 

市民意向調査から、市民の望む今後の行政の役割は、自助、共助で対応

しきれない課題をきちんと担うこと、そして市民意向を反映させた運営

を行うこと、明確な目標のもとにより効率的でよりよいサービスを提供

するという 3 点であることが分かった。 

こうした結果を踏まえ、公共的サービス提供に関しては、ＮＰＯ、企業を

含む様々な主体が公共的サービスを主体的に担うことができるように新しい

仕組みを構築していくことが行政に求められている役割だと整理している。 

第 4 節 

瀬戸市の将来像を示している。目指す平成 27 年度の社会の姿を「自立し、

助け合って、市民が力を発揮している社会」とした。 

・第 2 章 

市民と行政が力を入れて取り組む項目を記載している。目指す将来像は、

市民の生活者としての自立、地域社会づくりの主体としての自立、また日ご

ろからの市民同士の助け合いが前提となるため、次の 2 点を重点的に取り組

みたいと考える。1 点目が、自助の強化で、働く場、雇用の場があり、経済

的にも自立して、より豊かに暮せるための戦略。2 点目が、共助の強化で、

もしものとき、自立するのに少し助けが必要なとき、安全、安心に備えると

きに、共に助け合うことができるようにするための戦略である。 

・第 4 章 

市民の方が果たす役割を記載している。市民の方にお願いする役割として

は、今後とも自立し、自分の目標に向けた努力である。同時に社会に貢献し、

お互いに助け合うことについてもお願いしたいと考えている。 

・第 5 章 

行政が果たす役割が記載されている。行政は、次の 2 点について力を入れ

てきちんと役割を果たしたいと考える。1 点目は、市民の方の力を引き出す、

自助・共助中心の社会の仕組みに転換することに一生懸命支援をさせていた

だくことである。2 点目は、行政が担うべき分野においては、きちんと効率

的・効果的にその責任を果たすということである。 

第 1 節 

行政の役割を果たすため、次の 4 点の基本方針で取り組みたいと考えて

いる。 

①市民の力を引き出し、自助・共助中心の社会の仕組みに転換する。行

政はその転換を計画的に推進することを使命とし、優先する。 

②市民、ＮＰＯ、企業が実施主体となることがふさわしいものについて

は、積極的に委ねる。小さくて効率的な市役所を目指す。 

③事後対策より事前の予防に力を入れる。 

④施設は建設するより利活用することに力を入れる。 
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第 2 節 

行政の持つ資源の配分は、優先的に取り組むところに資源配分を優先的

に行う。 

①自助・共助の強化については優先的に経営資源の配分を行う。 

②行政しか担えない分野、行政が責任を持って供給すべきサービス分野、

今まで行政中心で担ってきた分野については、基本的には資源配分を

縮小しながら、効率化、創意工夫をし、市民、ＮＰＯ、企業の方との

役割分担によってより大きな成果を求めていきたいと考えている。 

③社会状況の変化により必要度が薄れた分野については計画的に経営資

源を撤退し、メリハリをつけた資源配分を行いたいと考える。 

市民と行政がその役割を果たすことにより、行政のサービスメニューが見

直され、真に効果のあるものに絞られたり、サービス提供主体が変わること

によって、行政の仕事が効率化され、税負担の増加なく、より多くの多様な

サービスが社会に提供されるようになると考えている。 

・第 6 章 

まちの姿として、イメージがわきやすいものを 3 点にまとめた。これは今、

分野別でご議論いただいている内容の大きな部分をまとめて記載したもので

ある。 

1 点目は、市民が安全に、安心して暮しているまちである。性別、年齢、障

害の有無などにかかわらず、誰もが安心して生活することができ、災害や、

犯罪、事故などの危険に対し生命・財産の安全を感じることができる地域社

会の姿である。 

2 点目は、人が集い、賑わい、躍動するまちである。魅力的な地域資源の多

い瀬戸市を交流拠点とした経済、産業、技術、文化などの多彩な交流を通じ

て、市民や企業による経済活動や文化活動が活発に展開され、まちに賑わい

と躍動感がもたらされている姿である。 

3 点目は、市民が生涯を通じて力を育み、活かすまちである。地域、学校な

どで様々な学びの機会があり、市民一人一人の持つ知識、技能、経験、知恵

を出し合い、学びを通して蓄えた力を市民が惜しみなく発揮し、創造的な活

動を行い、地域社会に貢献しているまちの姿である。 

以上が今回ご審議をいただく範囲として考えている内容である。以降については

ご参考までに少しご説明させていただく。 

・第 7 章 

人口フレームは、平成 17 年度の人口は 13 万 2200 人だが、10 年後の平成 27

年度には 13 万 1300 人ということで、13 万 2000 から 1000 人台を何とか維持を

していきたいと考えている。 

財政フレームと土地利用フレームについては、今後、施策の内容により変化

する部分もあるので、アウトプットのイメージでお示ししている。内容的には

まだ固まったものでないので、ご承知おきいただきたい。 

・第 8 章 
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分野別の目指す社会の姿を表しているが、現在、分野別市民委員会などで検

討過程にあるため、仮置きのものである。 

・A3 判の見開き頁の内容は、今までのご説明内容を図示したものである。 

会長： 

基本構想の中でも一番基本となるような理念、また理念としてどのような構成にす

るかというようなことであった。ここで休憩を取りたい。 

 

（休憩） 

 

【質疑応答・審議】 

委員： 

文章の中に「豊かさ」という言葉が多く出てくるが、個人によってその尺度は色々

あると思われる。事務局はどのような尺度を考えているのか。 

事務局： 

具体的に示すことはできないが、経済的豊かさや、心、知識など色々あると思われ

る。そのケースごとに目指すところを考えながら取り組みたいと考えている。「豊

かさ」という言葉に関して事務局としてどう捉えるかという議論をしていないが、

心豊かに、自立しきちんと自助で働く場があってやっていけるということをベース

に考えている。 

会長： 

「豊かさ」というと今までは、経済的な、物質的な豊かさを意味するところがあっ

たが、ここでは、どちらかというと心の持ち方の豊かさに対応しておられるようで

ある。その他、大枠や文言についてなど、ご意見はないか。また、審議会後に事務

局へお伝えいただいても検討していただけると思う。 

委員： 

福祉に関しては福祉計画を策定するのでここに含まれていないということだが、最

終的には盛り込んで１つの計画にすると考えればよいのか。 

事務局： 

分野別市民委員会の福祉部分については、瀬戸市地域福祉計画策定委員会、市民を

交えた地域福祉計画審議会で検討された内容を総合計画に反映していく。 

委員： 

私は福祉計画に参画しているが、そちらでは総合計画のように、少子高齢化や財政

などの社会状況を前提とせず福祉のあり方を議論しているため、「あれもやりたい、

これもやりたい」といった話がたくさん出ている。全く違う前提の議論を最後に整

合性を持ってうまく計画として作ることができるかどうか心配である。 

事務局： 

基本的には「自立し、助け合って、市民の方が力を発揮する社会」をテーマとして

作業を進めている。最終的には目標等を定めていただき、内容的には総合計画に反

映できるよう調整し、整合を取っていきたいと考えている。 
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会長： 

地域福祉計画の議論で、総合計画ではシビアな現実を前提として話が進んでいると

いうことをお伝えいただき、それを踏まえ上で議論を進めていただく方がよいかと

思うが、事務局はいかがか。 

事務局（民生部企画補佐）： 

私どもの方で地域福祉計画を進めているが、ご指摘の内容は非常に重要なことと認

識している。こちらの市民会議では、まず公募の市民の方々にご意見を自由に出し

ていただき、それらを横断的な見方で共通する問題として整理し、表現や理念を考

えていただく段階に入ってきている。前回の市民会議の中で、今回示されている第 5

次総合計画の前提となる考え方をお示しし、第 5 次総合計画のもとに作られる表現

となるようお考えいただけるよう、整合性がとれるよう進めている。 

会長： 

全体として整合性のあるものを目指したいと思う。他にはいかがか。 

委員： 

2 点ほどお聞きしたい。1 点目は分野別市民委員会の市民の割り振り方について、

偏りはないのかということ。2 点目は「自助」「共助」という言葉、またそれを「強

化する」という表現になっているが、その部分についてイメージしにくいので、具

体的な説明をいただきたい。 

会長： 

1 点目については、市民委員がどのように選ばれたのか、分野に偏りがないのかと

いうことだと思う。また、2 点目については、「自助」「共助」という言葉は行政用

語なので、市民と共有するという性格をもつ計画であるならば、市民がイメージし

やすい、理解しやすい言葉である必要があるのではないかということだと思う。そ

のあたりの説明を事務局にお願いしたい。 

事務局： 

分野別市民委員会に入っていただいた公募メンバーは、分野の希望を聞き、割り

振った。ただし、希望の多かったところは抽選とした。「自助」「共助」について

は、防災を考えていただくとイメージしやすいのではないかと考えている。地域の

自主防災組織や企業の消防隊など、地域に自主防災組織がそれぞれあり、行政は支

援を行っている。また、議会でも市民に責任を押し付けるのかというご質問があっ

たが、市民に「自助」「共助」をお願いする以上、行政の姿勢がより厳しく問われ

るものと理解している。 

委員： 

基本構想を読むと、市民と行政がそれぞれ役割を担って、特に市民の力を取り入れ

ていくことはよいと思う。しかし、誤解を招く恐れがあるので、どういうことが行

政としての仕事かを見極め、適切な公助を行うという宣言が必要ではないか。 

会長： 

市民の役割はかなり述べられているので、行政としてやるべきことはきちんと守る

という行政の役割についても、市民に分かりやすく、より明確に表現した方が、誤

解を招かなくてよいのではないか。 
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事務局： 

こちらの記述が誤解を与えかねないということなので、書き方や内容を考えさせて

いただきたい。 

委員： 

第 4 章で市民が果たす役割、第 5 章で行政が果たす役割がそれぞれ書かれているが、

その前に市民と行政がそれぞれどのように力を入れて取り組むかという宣言がある

とよいと思う。 

委員： 

今日の議論の対象になっているのは、次期総合計画の基本構想の中心部分である理

念や考え方だと思う。資料 9 にある前回の総合計画の「基本構想の実現に向けて」

という部分に行政側の基本姿勢が書かれており、今回の姿勢と対比して考えること

ができる。この 3 項目は、1 つ目に、柔軟で幅広い守備範囲ということで、幅広く何

でも対応することを挙げ、2 つ目に財政運営を合理的に進めること、3 つ目に市民主

体のまちづくりを挙げている。一方、今回の基本姿勢は「自助」「共助」を中心に

進めることで、「公助」は必要最低限で効率的に対応することになっており、前回

と比較すると何でも対応するという部分が抜け落ちている。 

事務局の説明では、市税を中心とした歳入の見込みが厳しいこと、また、地方分権

改革によりさらに歳入の見通しが厳しくなること、一方で扶助費を中心とした歳出

の増大が見込まれ、これまでどおりの対応が困難であるため「自助」「共助」を中

心に進めたいということだった。しかし、市民側にとっては国と地方の役割分担の

議論であり別世界の議論だという感覚があるため、理解を得るにはかなり丹念な説

明が必要になるのではないか。 

高度成長の時代には、「豊かさとは何か」と問われれば、多くの市民が物質的な豊

かさ、所得を挙げたと思う。ところが、経済、社会が成熟化した今、同じ問いを投

げかけると、市民一人ひとりの感じる「豊かさ」は多様化しているのではないか。

従来のように行政側で一律にサービスの中身や水準を決めていたのでは、多様化し

た市民の豊かさは満たされない。つまり、これからはサービスを受ける立場の人々

にサービスの中身・水準、あるいは供給方法まで決めていただく方が、市民にとっ

ても良いのではないかという考え方が、「自助」「共助」の発想にはあるのではな

いか。そういう説明が必要ではないかと思う。このような発想は財政状況の良し悪

しに関わらず重要であり、国際的にもソーシャルガバナンスやセルフガバナンスが

大切であるという議論が一般的になってきている。 

成熟した社会をどのように発展させていくのかという観点に立てば、何でも公助で

行うという時代ではなくなっているということである。ただし、市民の皆さんに

担っていただく部分について、行政側が何もしないということではなく、行政とし

ては必要な補助金、仕組み、公共の建物などの提供をきちんと行うことが役割とな

る。そのような説明を基本構想にもうたった方が、市民の理解が得られるのではな

いか。 
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会長： 

やはりもう少し市民の皆さんに共感を持って受け入れられるような説明の仕方が必

要ではないか。市民意向調査を踏まえているとはいえ、市民の声をまとめただけで、

行政側からの一方通行のように感じられる。「市民の皆さんの感じておられること

を受けとめると、こういうことではないでしょうか」といった投げかけの形がよい

のではないか。非常に厳しい情勢であることをまず説明した上で、「市民の皆さん

のご意向としても、そのようなことに気づいていただき始めている」というニュア

ンスをうまく織り込んでいくと、基本構想の流れがスムーズに受け入れられるので

はないか。 

事務局： 

本日は十分な時間が取れなかったが、後日メールや郵送にてご意見をいただくよう

な機会を設けたいと思う。いただいたご意見を受けて、次回審議会に修正案をお出

しできればと考えている。今後日程調整を進めるのでよろしくお願いしたい。 

会長： 

皆様に事前に検討していただけるよう、中身については少し早めにお手元に届くよ

うにしてもらいたい。本日はこれをもって終了する。 

 

 

以上 


